
障 発 0 9 3 0 第 ２ 号 

平成25年９月30日 

 

   都 道 府 県 知 事                  

各 指 定 都 市 市 長           殿 

児童相談所設置市市長           

 

 

                 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

                        （公印省略） 

                        

「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準について」等の一部改正について 

 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

（平成25年厚生労働省令第90号）及び児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該

当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件（平成25年厚

生労働省告示第238号）が平成25年10月１日から施行及び適用されることにより、関

係通知を下記のとおり一部改正することとしたので、御了知の上、管内市（区）町

村及び関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のな

いようにされたい。 

なお、この通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の規定

に基づく技術的な助言に該当するものである。 

 

 

記 

 

１ 「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

について」（平成 24 年３月 30 日障発 0330 第 12 号厚生労働省社会・援護局障害保

健福祉部長通知）の一部改正について 

  別紙１のとおり改正する。 

 

２ 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算

定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 24 年３月 30

日障発 0330 第 16 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）の一部改正に

ついて 

  別紙２のとおり改正する。 

 



（別紙１）
○ 「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」の一部改正について（平成24年３月30日
障発0330第12号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 【新旧対照表】

（変更点は下線部）
改正後 現行

障発０３３０第１２号 障発０３３０第１２号
平成２４年３月３０日 平成２４年３月３０日

一部改正 障発０３２９第２０号 一部改正 障発０３２９第２０号
平成２５年３月２９日 平成２５年３月２９日

一部改正 障発０９３０第 ２号
平成２５年９月３０日

都 道 府 県 知 事 都 道 府 県 知 事
各 指 定 都 市 市 長 殿 各 指 定 都 市 市 長 殿

児童相談所設置市市長 児童相談所設置市市長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設
備及び運営に関する基準について 備及び運営に関する基準について

児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第21 児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第21
条の５の18第３項の規定に基く「児童福祉法に基づく指定通所支 条の５の18第３項の規定に基く「児童福祉法に基づく指定通所支
援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」（以下「基準」 援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」（以下「基準」
という。）については、本年２月３日厚生労働省令第15号をもっ という。）については、本年２月３日厚生労働省令第15号をもっ
て公布され、同年４月１日から施行することとされたところであ て公布され、同年４月１日から施行することとされたところであ
るが、基準の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の るが、基準の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の
上、貴管内市町村、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その 上、貴管内市町村、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その
運用に遺憾のないようにされたい。 運用に遺憾のないようにされたい。

記 記

第一・第二 （略） 第一・第二 （略）
第三 児童発達支援 第三 児童発達支援



１ ～ ３ （ 略 ） １ ～ ３ （ 略 ）
４ 基準該当通所支援に関する基準 ４ 基準該当通所支援に関する基準
（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）
（４）準用（基準第54条の５） （４）準用（基準第54条の５）

基準第54条の５により、第４条、第７条及び前節（第11条、 基準第54条の５により、第４条、第７条及び前節（第11条、
第23条第１項及び第４項、第24条、第25条第１項、第31条、 第23条第２項及び第４項、第24条、第25条第１項、第31条、
第33条、第46条並びに第51条第２項を除く。）の規定は、基 第33条、第46条並びに第51条第２項を除く。）の規定は、基
準該当児童発達支援の事業について、準用されるものであ 準該当児童発達支援の事業について、準用されるものであ
ることから、第三の３の（２）から（12）、（14）から（19）、 ることから、第三の３の（２）から（12）、（14）から（19）、
（21）、（23）から（33）、（35）から（41）を参照されたい。 （21）、（23）から（33）、（35）から（41）を参照されたい。

（５）・（６） （略） （５）・（６） （略）
（７）指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例（基準第

54条の８）
介護保険法による指定小規模多機能型居宅介護事業所が
（５）と同様の理由により、障害児に対して、指定小規模多
機能型居宅介護を提供する場合には、当該指定小規模多機能
型居宅介護を基準該当児童発達支援とみなすこととし、この
場合の基準該当児童発達支援事業所として満たすべき基準は、
次のとおりであること。
① 指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は、当該
指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の数と障害者
の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運
営に関する基準（平成18年厚生労働省令第171号。以下「指
定障害福祉サービス等基準」という。）第94条の２の規定
に基づき基準該当生活介護とみなされる通いサービス、基
準第54条の８の規定により基準該当児童発達支援とみなさ
れる通いサービス若しくは基準第71条の４において準用す
る基準第54条の８の規定により基準該当放課後等デイサー
ビスとみなされる通いサービス又は厚生労働省関係構造改
革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る
省令の特例に関する措置を定める省令（平成15年厚生労働
省令第132号。以下「特区省令」という。）第４条第１項の
規定により自立訓練とみなされる通いサービスを利用する
ために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受
けた障害者及び障害児の数の合計数を上限とし、25人以下
とすること。

② 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービス



の利用定員とは、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所
の利用者の数と指定障害福祉サービス等基準第94条の２の
規定に基づき基準該当生活介護とみなされる通いサービ
ス、基準第54条の８の規定により基準該当児童発達支援と
みなされる通いサービス若しくは基準第71条の４において
準用する基準第54条の８の規定により基準該当放課後等デ
イサービスとみなされる通いサービス又は特区省令第４条
第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを
受ける障害者及び障害児の数の合計数を一日当たりの上限
とし、登録定員の２分の１から15人までの範囲内とするこ
と。

③ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の居間及び食堂は、
機能を十分に発揮しうる適用な広さを有すること。

④ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が、
指定障害福祉サービス等基準第94条の２の規定に基づき基
準該当生活介護とみなされる通いサービス、基準第54条の
８の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサ
ービス若しくは基準第71条の４において準用する基準第54
条の８の規定により基準該当放課後等デイサービスとみな
される通いサービス又は特区省令第４条第１項の規定によ
り自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障害者及び
障害児の数を含めて指定小規模多機能型居宅介護事業所の
利用者の数とした場合に、当該指定小規模多機能型居宅介
護事業所として必要とされる数以上であること。
なお、指定小規模多機能型居宅介護事業所は、サービス

管理責任者の配置が義務づけられていないが、指定小規模
多機能型居宅介護事業者は指定小規模多機能型居宅介護事
業所の従業者のうち、「障害児通所支援又は障害児入所支
援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるも
の」に掲げる実務経験者に相当すると認められる管理者等
に「サービス管理責任者研修事業の実施について」に基づ
き実施される「児童発達支援管理責任者研修」及び「相談
支援従事者研修事業の実施について」に基づき実施される
「相談支援従事者初任者研修（講義部分）」の受講を促す
こととし、研修修了者が指定小規模多機能型居宅介護事業
所を利用する障害児の児童発達支援計画を作成することが
望ましい。

⑤ 障害児入所施設その他関係施設から、指定小規模多機能



型居宅介護事業所が障害児の支援を行う上で、必要な技術
的支援を受けていること。

第四 （略） 第四 （略）
第五 放課後等デイサービス 第五 放課後等デイサービス
１～３ （略） １～３ （略）
４ 基準該当通所支援に関する基準 ４ 基準該当通所支援に関する基準
（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）
（３）準用（基準第71条の４） （３）準用（基準第71条の４）

第71条の４により、第７条、第12条から第22条まで、第25 第71条の４により、第７条、第12条から第22条まで、第25
条第２項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第3 条第２項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第3
6条まで、第38条から第45条まで、第47条から第50条まで、 6条まで、第38条から第45条まで、第47条から第50条まで、
第51条第１項、第52条から第54条まで、第54条の６から第5 第51条第１項、第52条から第54条まで、第54条の６、第54
4条の８まで、第63条、第65条、第69条及び第70条（第１項 条の７、第63条、第65条、第69条及び第70条（第１項を除
を除く。）の規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業 く。）の規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業につ
について、準用されるものであることから、第三の３の（１） いて、準用されるものであることから、第三の３の（１）
から（12）、（14）から（19）、（21）、（23）から（25）、（27） から（12）、（14）から（19）、（21）、（23）から（25）、（27）
から（33）、（35）から（41）（（38）の②を除く。）、第三の から（33）、（35）から（41）（（38）の②を除く。）、第三の
４の（５）から（７）、第四の３の（５）、を参照されたい。 ４の（５）から（６）、第四の３の（５）、を参照されたい。

第六・第七 （略） 第六・第七 （略）



（別紙２） 

○ 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項

について」の一部改正について（平成24年３月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）【新旧対照表】 

（変更点は下線部） 

改正後 現行 

障発０３３０第１６号 

平成２４年３月３０日 

一部改正 障発０３２９第２０号 

平成２５年３月２９日 

一部改正 障 発 0 9 3 0 第 ２ 号 

平成２５年９月3O日 

 

 

都 道 府 県 知 事  

各 指 定 都 市 市 長  殿  

児童相談所設置市市長  

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

 

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に

要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上

の留意事項について  

 

障発０３３０第１６号 

平成２４年３月３０日 

一部改正 障発０３２９第２０号 

平成２５年３月２９日 

 

 

 

 

都 道 府 県 知 事  

各 指 定 都 市 市 長  殿  

児童相談所設置市市長  

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

 

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に

要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上

の留意事項について  

 



児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要す

る費用の額の算定に関する基準（平成24年厚生労働省告示第122

号）、児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定

に関する基準（平成24年厚生労働省告示第123号）及び児童福祉法

に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基

準（平成24年厚生労働省告示第126号）については、本年３月14日

に公布され、同年４月１日から施行することとされたところであ

るが、この実施に伴う留意事項は下記のとおりであるので、その

取扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。  

なお、平成18年10月31日付け障発第1031011号当職通知「児童福

祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準

の制定に伴う実施上の留意事項について」は平成24年3月31日限り

廃止する。ただし、平成24年3月31日以前に提供された指定施設支

援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。 

 

記 

 

第一 （略） 

第二 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に

要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単

位数表（平成24年厚生労働省告示第122号。以下「通所報酬告示」

という。）に関する事項  

１ （略） 

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要す

る費用の額の算定に関する基準（平成24年厚生労働省告示第122

号）、児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定

に関する基準（平成24年厚生労働省告示第123号）及び児童福祉法

に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基

準（平成24年厚生労働省告示第126号）については、本年３月14日

に公布され、同年４月１日から施行することとされたところであ

るが、この実施に伴う留意事項は下記のとおりであるので、その

取扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。  

なお、平成18年10月31日付け障発第1031011号当職通知「児童福

祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準

の制定に伴う実施上の留意事項について」は平成24年3月31日限り

廃止する。ただし、平成24年3月31日以前に提供された指定施設支

援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。 

 

記 

 

第一 （略） 

第二 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に

要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単

位数表（平成24年厚生労働省告示第122号。以下「通所報酬告示」

という。）に関する事項  

１ （略） 



２．障害児通所給付費等  

(1)  児童発達支援給付費  

① 児童発達支援給付費の区分について  

児童発達支援給付費の区分については、厚生労働大

臣が定める施設基準（平成24年厚生労働省告示第269

号。以下「第269号告示」という。）に規定する人員基

準、障害児の障害種別及び利用定員に応じ、算定する

こととされており、具体的には、次のとおりであるこ

と。  

(一)～(三) （略） 

(四) 通所報酬告示第１の１のニを算定する場合  

ア・イ （略） 

ウ 指定通所基準第54条の２の規定による基準該

当児童発達支援事業所又は第54条の６から第54

条の８までの規定による基準該当児童発達支援

事業所（以下「みなし基準該当児童発達支援事業

所」という。）について算定すること。 

(五)・(六) （略） 

②～⑯ （略） 

(2) （略） 

(3) 放課後等デイサービス給付費  

① 放課後等デイサービス給付費の区分  

放課後等デイサービス給付費の区分については、第

２．障害児通所給付費等  

(1)  児童発達支援給付費  

① 児童発達支援給付費の区分について  

児童発達支援給付費の区分については、厚生労働大

臣が定める施設基準（平成24年厚生労働省告示第269

号。以下「第269号告示」という。）に規定する人員基

準、障害児の障害種別及び利用定員に応じ、算定する

こととされており、具体的には、次のとおりであるこ

と。  

(一)～(三) （略） 

(四) 通所報酬告示第１の１のニを算定する場合  

ア・イ （略） 

ウ 指定通所基準第54条の２の規定による基準該

当児童発達支援事業所又は第54条の６若しくは

第54条の７の規定による基準該当児童発達支援

事業所（以下「みなし基準該当児童発達支援事業

所」という。）について算定すること。 

(五)・(六) （略） 

②～⑯ （略） 

(2) （略） 

(3) 放課後等デイサービス給付費  

① 放課後等デイサービス給付費の区分  

放課後等デイサービス給付費の区分については、第



269号告示に規定する人員基準、障害児の障害種別及び

利用定員に応じ、算定することとされており、具体的に

は、次のとおりであること。  

(一) 通所報酬告示第３の１のイを算定する場合  

ア・イ （略） 

ウ 指定通所基準第71条の２の規定による基準該

当放課後等デイサービス事業所又は指定通所基

準第71条の４において準用する指定通所基準第

54条の６から第54条の８までの規定による基準

該当放課後等デイサービスについて算定するこ

と。 

(二) 通所報酬告示第３の１のロを算定する場合 

ア （略） 

イ 嘱託医、看護師、児童指導員又は保育士、機能

訓練担当職員をそれぞれ一名以上配置している

こと。 

②～⑬ （略） 

(4) （略） 

第三・第四 （略） 

269号告示に規定する人員基準、障害児の障害種別及び

利用定員に応じ、算定することとされており、具体的に

は、次のとおりであること。  

(一) 通所報酬告示第３の１のイを算定する場合  

ア・イ （略） 

ウ 指定通所基準第71条の２の規定による基準該

当放課後等デイサービス事業所又は指定通所基

準第71条の４において準用する指定通所基準第

54条の６若しくは第54条の７の規定による基準

該当放課後等デイサービスについて算定するこ

と。 

(二) 通所報酬告示第３の１のロを算定する場合 

ア （略） 

イ 看護師、児童指導員又は保育士、機能訓練担当

職員をそれぞれ一名以上配置していること。 

 

②～⑬ （略） 

(4) （略） 

第三・第四 （略） 

 


	【通知】通所支援基準解釈通知等改正通知
	（別紙１）【新旧】通所支援基準解釈通知
	（別紙２）【新旧】通所支援留意事項通知

